
受験種目 自衛官候補生 一般曹候補生 航空学生 防衛大学校学生 防衛医科大学校学生 看護学生

受験資格
平成24年４月１日現在、18歳以上27
歳未満の方

平成24年４月１日
現在、18歳以上21
歳未満の方

高卒（見込含）21歳未満の方
平成24年４月１日
現在、18歳以上24
歳未満の方

受付期間

・男子
　年間を通じて　
　行っています。
・女子
　９月９日㈮まで

９月９日㈮まで ９月５日㈪～９月30日㈮

試験期日

・男子
　受付時お知らせ
　します。
・女子
　９月25日㈰～　
　28日㈬まで間の
　指定する１日

・１次
　９月17日㈯
・２次
　10月６日㈭～　
　13日㈭までの間
　の指定する１日

・１次
　９月23日㈮
・２次
　10月15日㈯～
　20日㈭までの間
　の指定する１日
・３次
　11月12日㈯～ 12
　月15日㈭までの間
　の指定する１日

・１次
　11月５日㈯
　および６日㈰
・２次
　12月13日㈫～　
　17日㈯までの間
　の指定する１日

・１次
　10月29日㈯
　および30日㈰
・２次
　12月７日㈬～９
　日㈮までの間の
　指定する１日

・１次
　10月22日㈯
・２次
　11月19日㈯、　
　または20日㈰

場 所 別途各人に通知します

自
衛
官
募
集
相
談
員
に
、

鈴
木
氏
、
稲
葉
氏
、
斉
藤
氏
、
青
木
氏

　

こ
の
ほ
ど
、
自
衛
官
募
集
相
談
員

の
委
嘱
状
の
交
付
式
が
行
わ
れ
、
自

衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本
部
お
よ
び

市
よ
り
、
鈴す

ず
き木

一か
ず
あ
き昭

氏
（
小
絹
）、

稲い
な
ば葉

茂
し
げ
る

氏
（
青
古
新
田
）、
斉さ

い
と
う藤

實み
の
る

氏
（
福
岡
）、
青あ
お
き木
一い
ち
ろ
う郎
氏
（
板

橋
）に
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

自
衛
官
募
集
相
談
員
は
、
自
衛
隊

へ
の
入
隊
希
望
者
、
家
族
な
ど
に
対

す
る
説
明
や
、
自
衛
官
と
し
て
適
格

で
あ
る
青
少
年
の
推
薦
な
ど
、
自
衛

官
募
集
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
行
い
ま
す
。

　

４
人
の
方
は
、
平
成
25
年
度
ま
で

の
２
年
間
、
自
衛
隊
と
入
隊
希
望
者

と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
ご
活
躍
く
だ

さ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本

部
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
自
衛
隊
を
担

う
自
衛
官
を
、
以
下
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

　

  

自
衛
隊
龍
ヶ
崎
地
域
事
務
所　

☎
０
２
９
７
‐
64
‐
３
３
５
１

問

障害基礎年金の子加算 児童扶養手当

一人目 18,916円 41,550円～ 9,810円

二人目 18,916円 5,000円

三人目以降 6,300円 3,000円

　

4
月
か
ら
「
障
害
年
金
加
算
改
善

法
」
が
施
行
さ
れ
、
障
害
基
礎
年
金

の
子
加
算
の
対
象
範
囲
が
拡
大
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
児
童
扶
養

手
当
に
お
け
る
障
害
基
礎
年
金
の
子

加
算
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
児
童
が
障
害
基
礎

年
金
の
子
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
場
合
は
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対

象
外
で
し
た
が
、
4
月
か
ら
、
児
童

が
子
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
て

も
、
児
童
扶
養
手
当
の
金
額
と
障
害

基
礎
年
金
の
子
加
算
と
で
金
額
の
高

い
方
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
児

童
扶
養
手
当
と
障
害
基
礎
年
金
の
子

加
算
と
で
受
給
選
択
可
能
と
な
っ
た

の
は
、
両
親
の
一
方
が
児
童
扶
養
手

当
法
施
行
令
で
定
め
る
障
が
い
の
状

態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
配
偶

者
が
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
に

該
当
す
る
場
合
で
す
。
母
子
世
帯
・

父
子
世
帯
の
方
は
、
児
童
扶
養
手
当

と
障
害
基
礎
年
金
の
子
加
算
と
の
受

給
選
択
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
今
回
の
改
正
に
よ
り
4
月
分
か
ら

の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め

に
は
、
8
月
31
日
㈬
ま
で
に
請
求
手

続
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

障害基礎年金の子加算と児童扶養手当の支給額
　　　　　　　　　　　　（平成23年度月額）

※
児
童
扶
養
手
当
は
所
得
制
限
が
あ
り
、

所
得
に
よ
り
手
当
額
が
変
わ
り
ま
す
。

※
児
童
が
複
数
い
る
場
合
は
、
児
童
ご

と
に
児
童
扶
養
手
当
額
と
障
害
基
礎
年

金
の
子
加
算
額
を
比
較（
左
上
表
参
照
）

し
て
、
い
ず
れ
か
を
受
給
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

  

伊
奈
庁
舎
児
童
福
祉
課　
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問

児
童
扶
養
手
当
、
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
！

左から、斉藤氏、稲葉氏、片庭市長、鈴木氏、
西
にしまき

巻自衛隊茨城地方協力本部副本部長

19 －平成23年8月18日発行－


